
中略

　 　 　 《 商法第211の2第１ 項の例示》

【 例示１ 】

B社の議決権

の55% の60% 　 の55%

子会社 子会社

　 　 　
40%

（ 参考2）

の70％

の60％

　 　 　 （ 会社更生又は民事再生の手続き 中にあってはその管財人を 含む。 ） 、 ま た、 個人の場合は代表

　 　 　 者。 なお、 監査役及び執行役員は役員に含めない。

　 ５ 　 ( *4) 入札参加者が事業協同組合の場合、 組合員名簿を提出する こ と 。

　 ６ 　 ( *5) 夫婦、 親子と は( 参考2) の　 　 　 　 で囲ま れた者。

資本関係・ 人的関係等に関する 調書の記入要領

　 １ 　 関係する 会社は、 物品供給・ 業務委託入札参加有資格者に限って記入する こ と 。

　 ２ 　 各項目において、 該当会社が複数ある 場合は該当会社全てを 記載する こ と 。 なお、 表の行数が

　 　 　 足り ない場合は、 それぞれ別紙用紙を 作成・ 記載のう え割り 印をし 提出する こ と 。

　 ３ 　 ( *1) （ *2) 会社法第2条第3号及び第4号は下の参考１ 及び別紙参考３ を参照する こ と 。

　 ４ 　 ( *3) 役員と は、 法人の場合は取締役等。

　 ７ 　 ( *6) 血族の兄弟姉妹と は（ 参考2） の 　 　 　 　 で囲ま れた者。

　 ( 参考１ ）

親会社、 子会社の例

【 例示2】

親会社
　 B社はA社の｢子会社」 であり 、 親
会社である A社及び子会社である B社
が、 C社の議決権の過半数を 有する
こ と から 、 A社はC社の「 親会社」 と
みなさ れ、 C社はA社の「 子会社」 と
みなさ れる 。

　 B社の議決権 C社の議決権 　 C社の

 議決権

  の20%

A社はB･C社を 記載

A社はB･C社を 記載 C社の議決権の B社はA･C社を 記載

B社はA･C社を 記載 C社はA･B社を 記載

A社はB･C社を 記載

B社はA･C社を 記載

C社はA･B社を 記載

C社はA･B社を 記載

【 例示3】

 B社はA社の｢子会社」 であり 、 子会
社である B社がC社の議決権の過半数
を 有する こ と から A社はC社の「 親会
社」 と みなさ れ、 C社はA社の「 子会
社」 と みなさ れる 。

　 　 　 B社の議決権

　 　 　 C社の議決権

Ａ社

Ｂ社 Ｃ社

Ａ社

B社

C社

Ｃ社

Ａ社

Ｂ社

会社法（平成17年法律第86号）

第2条(定義）
一 略
二 略
三 子会社

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している
法人として法務省令で定めるものをいう。

四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定める
ものをいう
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